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事 後 評 価 調 書 

Ⅰ 事業概要 

事 業 名 道路事業 

地 区 名 主要地方道瀬戸
せ と

大府
お お ぶ

東海
とうかい

線 

事業箇所 大府市北崎
きたさき

町
まち

～大府市横根
よ こ ね

町
まち

 

事業のあ

らまし 

主要地方道瀬戸大府東海線は瀬戸市を起点とし日進市、東郷町、豊明市を経由し東海市に至る、

名古屋市東部地域を南北に結ぶ主要幹線道路である。また、事業区間は第 2 次緊急輸送道路にも

位置付けられており、防災上重要な路線である。 

事業区間は国道 155 号と主要地方道瀬戸大府東海線が交わる惣作
そうさく

交差点を含む大府市北崎町か

ら横根町までの延長約1.8km の区間であり、当地域から交通結節点である名古屋南ICや名古屋港

へアクセスに対し、渋滞による交通阻害が生じていた。 

本事業は、路線を４車線拡幅整備することにより、交通混雑の緩和による物流ネットワークの

強化や、大規模災害時等における円滑な救援・復旧活動を行うための幹線道路機能の強化を図っ

たものである。 

事業目標 

【達成（主要）目標】 

①陸・海・空一体の国際競争力の強化 

②地域の活性化 

③地震・津波対策 

【副次目標】 

－ 

事 業 費 
事業費 内訳 

45.3 億円 ■工事費  28.0 億円、■用補費  10.6 億円、■その他  6.7億円 

事業期間 採択年度 2004 年度 着工年度 2005 年度 完成年度   2020 年度 

事業内容 
現道拡幅（4/4車線） 

延長1.8km、3種 2級(60km/h)、幅員 22.0m 

Ⅱ 評価 

①
事
業
目
標
の
達
成
状
況 

1) 主要目

標の達

成状況 

【達成状況】 

① 陸・海・空一体の国際競争力の強化 

・事業区間の4車線化による交通容量の拡大で混雑度(1.85(2015 年)→0.43(2021 年))・所要

時間(上下線とも約1分短縮(2015 年→2021 年))が改善し、重要物流道路である伊勢湾岸自

動車道とのアクセス性が向上した。 

・対象路線の交通量はコロナ禍で減少傾向(15,776台/12h(2015年)→13,431台/12h(2021年))

の中、4車線整備後は大型車交通量(2,414 台/12h(2015 年)→2,646 台/12h(2021 年))・混入

率(15%(2015 年)→20%(2021 年))とも増加しており、物流企業の立地とあわせて物流拠点へ

のアクセス道路としての需要が高まっている。 

・本事業により、沿線の物流・製造拠点の輸送効率が向上する中で、2016年 7月には企業の

物流センターが新設されている。 

② 地域の活性化 

・事業区間西端の惣作交差点は主要渋滞箇所に指定されており、渋滞緩和が望まれる。 

・4車線化整備により交差点の流入方向の速度が最大4km/h増加し、地域の混雑緩和に寄与。 

③地震・津波対策 

・事業区間は第 2 次緊急輸送道路に指定されており、拡幅整備により緊急輸送道路ネットワ

ークの機能が強化された。 

【達成状況に対する評価】 

・本事業の整備により、伊勢湾岸自動車道とのアクセス性の向上、幹線道路、緊急輸送道路 

の機能強化が図られ、一定の事業効果が発現している。 



 

2 

2) 副次目

標の達

成状況 

【達成状況】 
 － 
【達成状況に対する評価】 
 － 

②
事
業
効
果
の
発
現
状
況 

【費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化】 

 事業採択時 

2004 

実績 

2020 
備考 

事業期間 
2005 年度～ 

2018 年度 

2005 年度～ 

2020 年度 

 

事業費 

（億円） 

 

工事費 22.0 28.0  

用地補償費 13.8 10.6  

その他 4.7 6.7  

合計 40.5 45.3  

効果の 

算定要因 

全車交通量 
大型車交通量 
大型車混入率 

15,776 台/12時間   
2,414 台/12時間 

15.3% 

13,431 台/12時間
2,646 台/12時間 

19.7% 

H11 ｾﾝｻｽの方向が不明な

ため、業務採択時はH27、

実績はR3より算出 

混雑度 1.85 0.43 

所要時間 
上り 5.9 分 5.2 分 

下り 10.3 分 9.5 分 

交差点流

入方向の

混雑時 

旅行速度 

北東流入 12.0km/h 14.5km/h 

南東流入 14.5km/h 12.6km/h 

南西流入 10.9km/h 15.1km/h 

北西流入  9.8km/h 16.9km/h 

 
【事業期間に対する評価】 
・事業期間が事業採択時の予定より延長されたが、事業期間に大きな阻害を要する要因はな
く、2020 年に事業を完了した。 

【事業費に対する評価】 
・事業費は事業採択時と比較し、大きく事業費が変更となる要因はなく、事業費は45.3億円
で事業を完了した。 

【効果の算定要因に対する評価】 
・コロナ禍の影響もあり交通量は減少しているものの、混雑度の改善、旅行速度が向上して
いることから、伊勢湾岸自動車道と物流・製造拠点のアクセス性が向上するなど、事業の効
果が現れている。 

【その他】 
 - 

③事業実施に

よる環境の

変化 

・コロナ禍の影響もあり全車交通量は減少傾向であるものの、大型車交通量に着目すると、
事業区間の交通量は増加し、国道366号の交通量は減少しており、周辺路線の交通環境が
改善された。 

・事業区間の4車線化により、事業区間及び国道366号の旅行速度が向上し、周辺道路の交
通環境が改善された。 

Ⅲ 対応方針（案） 

今後の事後評
価の必要性 

・事業目標に対して効果が十分に発現しているため、今後の事後評価の必要性はない。 

改善措置の必
要性 

・当初の事業目標に対する効果が発現しており、本事業として改善措置の必要性はない。 

同種事業に反
映すべき事項 

・一部区間の供用を行い、早期の効果実現を図った。他の事業においても、整備効果が見込め
る区間を優先的に整備・供用を行い、少しでも早く効果の発現を目指すことが考えられる。 

Ⅳ 事業評価監視委員会の意見 

主要地方道瀬戸大府東海線の対応方針(案) [改善措置等必要なし]を了承する。 

Ⅴ 対応方針 

改善措置等必要なし 

 


